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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱接着性不織布芯地の製造方法であって、
　ａ）融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度が６０～１６５℃の範囲にある、
５０重量％～１００重量％の割合を占める融着または非融着熱可塑性ステープルファイバ
ーあるいはそれらが混在したステープルファイバーを有する少なくとも１つのステープル
ファイバーフリースから接着層（Ａ）を製造するステップと、
　ｂ）１７０℃を上回る軟化・融解温度、またはそれが存在しない場合には１７０℃上回
る分解温度を有する、８０重量％～１００重量％の割合を占めるステープルファイバーを
有する少なくとも１つのステープルファイバーフリースまたは１ステープルファイバー不
織布から層（Ｂ）を製造するステップと、
　ｃ）前記接着層（Ａ）を前記層（Ｂ）と、前記接着層（Ａ）の繊維が前記層（Ｂ）に僅
かに突き抜けるにすぎないか、またはそうしたことを生じないように結合するステップと
を含み、
　前記ステップｃ）における結合は、前記層（Ｂ）の１枚以上の乾燥処理されたステープ
ルファイバーフリースは前記接着層（Ａ）の１枚以上のステープルファイバーフリースと
合わされてカレンダーを使用して前記接着層（Ａ）と結合され、ロール間に温度勾配が生
ずることによって実現され、その際、前記層（Ｂ）側と接触しているロールは前記（Ａ）
側と接触しているロールよりも著しく高い温度に過熱されて行われることを特徴とする方
法。
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【請求項２】
　熱接着性不織布芯地の製造方法であって、
　ａ）融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度が６０～１６５℃の範囲にある、
５０重量％～１００重量％の割合を占める融着または非融着熱可塑性ステープルファイバ
ーあるいはそれらが混在したステープルファイバーを有する少なくとも１つのステープル
ファイバーフリースから接着層（Ａ）を製造するステップと、
　ｂ）１７０℃を上回る軟化・融解温度、またはそれが存在しない場合には１７０℃上回
る分解温度を有する、８０重量％～１００重量％の割合を占めるステープルファイバーを
有する少なくとも１つのステープルファイバーフリースまたは１ステープルファイバー不
織布から層（Ｂ）を製造するステップと、
　ｃ）前記接着層（Ａ）を前記層（Ｂ）と、前記接着層（Ａ）の繊維が前記層（Ｂ）に僅
かに突き抜けるにすぎないか、またはそうしたことを生じないように結合するステップと
を含み、
　前記ステップｃ）における結合は、水噴射処理により行われ、前記層（Ｂ）が第１の水
噴射刺入側であって、前記層（Ｂ）に前記接着層（Ａ）よりも高い圧力がもたらされるよ
うにして行われることを特徴とする方法。
【請求項３】
　熱接着性不織布芯地の製造方法であって、
　ａ）融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度が６０～１６５℃の範囲にある、
５０重量％～１００重量％の割合を占める融着または非融着熱可塑性ステープルファイバ
ーあるいはそれらが混在したステープルファイバーを有する少なくとも１つのステープル
ファイバーフリースから接着層（Ａ）を製造するステップと、
　ｂ）１７０℃を上回る軟化・融解温度、またはそれが存在しない場合には１７０℃上回
る分解温度を有する、８０重量％～１００重量％の割合を占めるステープルファイバーを
有する少なくとも１つのステープルファイバーフリースまたは１ステープルファイバー不
織布から層（Ｂ）を製造するステップと、
　ｃ）前記接着層（Ａ）を前記層（Ｂ）と、前記接着層（Ａ）の繊維が前記層（Ｂ）に僅
かに突き抜けるにすぎないか、またはそうしたことを生じないように結合するステップと
を含み、
　前記ステップｃ）における結合は、ニードルパンチ工程によって結合され、前記層（Ｂ
）を刺入側として片面刺し縫い締結され、返しのない針または返しがごく僅かに形成され
た針が使用されて行われることを特徴とする方法。
【請求項４】
　熱接着性不織布芯地の製造方法であって、
　ａ）融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度が６０～１６５℃の範囲にある、
５０重量％～１００重量％の割合を占める融着または非融着熱可塑性ステープルファイバ
ーあるいはそれらが混在したステープルファイバーを有する少なくとも１つのステープル
ファイバーフリースから接着層（Ａ）を製造するステップと、
　ｂ）１７０℃を上回る軟化・融解温度、またはそれが存在しない場合には１７０℃上回
る分解温度を有する、８０重量％～１００重量％の割合を占めるステープルファイバーを
有する少なくとも１つのステープルファイバーフリースまたは１ステープルファイバー不
織布から層（Ｂ）を製造するステップと、
　ｃ）前記接着層（Ａ）を前記層（Ｂ）と、前記接着層（Ａ）の繊維が前記層（Ｂ）に僅
かに突き抜けるにすぎないか、またはそうしたことを生じないように結合するステップと
を含み、
　前記ステップｃ）における結合は、前記接着層（Ａ）が前記層（Ｂ）と結合剤を用いて
化学処理によって行われることを特徴とする方法。
【請求項５】
　熱接着性不織布芯地の製造方法であって、
　ａ）融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度が６０～１６５℃の範囲にある、
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５０重量％～１００重量％の割合を占める融着または非融着熱可塑性ステープルファイバ
ーあるいはそれらが混在したステープルファイバーを有する少なくとも１つのステープル
ファイバーフリースから接着層（Ａ）を製造するステップと、
　ｂ）１７０℃を上回る軟化・融解温度、またはそれが存在しない場合には１７０℃上回
る分解温度を有する、８０重量％～１００重量％の割合を占めるステープルファイバーを
有する少なくとも１つのステープルファイバーフリースまたは１ステープルファイバー不
織布から層（Ｂ）を製造するステップと、
　ｃ）前記接着層（Ａ）を前記層（Ｂ）と、前記接着層（Ａ）の繊維が前記層（Ｂ）に僅
かに突き抜けるにすぎないか、またはそうしたことを生じないように結合するステップと
を含み、
　前記ステップｃ）における結合は、前記接着層（Ａ）が前記層（Ｂ）と超音波処理によ
って行われることを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記接着層（Ａ）と前記層（Ｂ）とが互いに視覚的に識別可能となるように前記接着層
（Ａ）と前記層（Ｂ）との結合が実施されることを特徴とする請求項１から５のいずれか
一項記載の方法。
【請求項７】
　製造される熱接着性不織布芯地が、繊維製表地との結合を目的としたいかなる付加的な
溶融接着剤コートも有していないことを特徴とする請求項１から６のいずれか一項記載の
方法。
【請求項８】
　前記接着層（Ａ）の熱可塑性繊維の融解温度または軟化温度が７５℃～１４０℃である
ことを特徴とする請求項１から７のいずれか一項記載の方法。
【請求項９】
　前記接着層（Ａ）の前記ステープルファイバーフリースが、コポリアミド、ポリエステ
ル、コポリエステル、ポリオレフィン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリビニルアセ
テート、エチレンビニルアセテート、ポリ乳酸またはエチレン－メタクリル酸またはこれ
らのコポリマーからなる熱可塑性繊維を有することを特徴とする請求項１から８のいずれ
か一項記載の方法。
【請求項１０】
　前記層（Ｂ）の前記ステープルファイバーフリースないしステープルファイバー不織布
が、ポリアミド、ポリエステル、天然または再生セルロース、ｍ－またはｐ－アラミド、
メラミン樹脂、ウールまたはこれらのコポリマーからなる繊維を有することを特徴とする
請求項１から９のいずれか一項記載の方法。
【請求項１１】
　前記接着層（Ａ）が接着芯地の総重量の５～５０重量％を占めることを特徴とする請求
項１から１０のいずれか一項記載の方法。
【請求項１２】
　前記接着層（Ａ）および前記層（Ｂ）の繊維の繊度が０．５ｄｔｅｘ～４０ｄｔｅｘで
あることを特徴とする請求項１から１１のいずれか一項記載の方法。
【請求項１３】
　接着芯地の単位面積重量は１０ｇ／ｍ２～３００ｇ／ｍ２であることを特徴とする１か
ら１２のいずれか一項記載の方法。
【請求項１４】
　前記接着層（Ａ）および層（Ｂ）の重量はそれぞれ少なくとも５ｇ／ｍ２であることを
特徴とする請求項１から１３のいずれか一項記載の方法。
【請求項１５】
　通例の接着条件による繊維製表地との接着後、ＤＩＮ　５４３１０：１９８０に準拠し
て、試料サイズ：５０ｍｍ×１５０ｍｍ、試験表布：６０ｍｍ×１６０ｍｍ、剥離速度：
１５０ｍｍ／ｍｉｎ、接着プレス：Ｋａｎｎｅｇｉｅｓｓｅｒ　ＣＸ　１０００またはＧ
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ｙｇｌｉ　Ｆｕｓｉｎｇ　Ｍｏｄ．ＰＲ　５／７０にて測定して、少なくとも３Ｎの剥離
強さが得られることを特徴とする請求項１から１４のいずれか一項記載の方法。
【請求項１６】
　前記接着層（Ａ）の前記少なくとも１つのステープルファイバーフリースにおける、融
解温度または軟化温度あるいはその両方の温度が６０～１６５℃の範囲にある熱可塑性ス
テープルファイバーの割合は、接着層（Ａ）を基準にして、少なくとも９０重量％である
ことを特徴とする請求項１から１５のいずれか一項記載の方法。
【請求項１７】
　請求項１から１６のいずれか一項記載の方法によって得られた前記接着層（Ａ）と前記
層（Ｂ）とが視覚的にまたは触覚的にあるいは視覚的かつ触覚的に識別可能で、通例の接
着条件による繊維製表地との接着後、ＤＩＮ　５４３１０：１９８０に準拠して、試料サ
イズ：５０ｍｍ×１５０ｍｍ、試験表布：６０ｍｍ×１６０ｍｍ、剥離速度：１５０ｍｍ
／ｍｉｎ、接着プレス：Ｋａｎｎｅｇｉｅｓｓｅｒ　ＣＸ　１０００またはＧｙｇｌｉ　
Ｆｕｓｉｎｇ　Ｍｏｄ．ＰＲ　５／７０にて測定して、少なくとも３Ｎの剥離強さが得ら
れることを特徴とする熱接着性不織布芯地を繊維製基材と結合するための方法であって、
付加的な溶融接着剤コートなしの前記熱接着性不織布芯地が前記接着層（Ａ）の熱可塑性
繊維の融解温度または軟化温度に等しい、またはそれを上回る温度に加熱されて、前記繊
維製基材（Ｃ）と接着されることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記繊維製基材（Ｃ）は、セルロース、再生セルロース、ウール、ポリエステル、ポリ
アミド及びそれらの混合物のうちから選択されることを特徴とする請求項１７に記載の方
法。
【請求項１９】
　請求項１７または１８に記載の方法によって得られる繊維製品を構成する熱接着性不織
布芯地が、
　前記接着層（Ａ）と前記層（Ｂ）とが視覚的にまたは触覚的にあるいは視覚的かつ触覚
的に識別可能で、
　通例の接着条件による繊維製表地との接着後、ＤＩＮ　５４３１０：１９８０に準拠し
て、試料サイズ：５０ｍｍ×１５０ｍｍ、試験表布：６０ｍｍ×１６０ｍｍ、剥離速度：
１５０ｍｍ／ｍｉｎ、接着プレス：Ｋａｎｎｅｇｉｅｓｓｅｒ　ＣＸ　１０００またはＧ
ｙｇｌｉ　Ｆｕｓｉｎｇ　Ｍｏｄ．ＰＲ　５／７０にて測定して、少なくとも３Ｎの剥離
強さが得られることを特徴とする繊維製品。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の繊維製品を含む、衣料品、自動車内装ライニング、家具化粧張りま
たはカバー、ホームテキスタイルまたは衛生用品、医療品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は熱接着性不織布芯地の製造方法および使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱接着性芯地は主として衣料、自動車、家具、ホームテキスタイル、衛生用品等の分野
において使用される。このような芯地は通例、温度、熱および時間の作用によって大抵の
場合に繊維製基材たとえば表地との耐久的な接着結合をもたらす溶融接着剤の塗付された
繊維製面状構造物たとえば織布、編布、不織布またはフェルトである。接着によって基材
の安定化および／または賦形が達成される。繊維製基材と芯地との結合強度は剥離強さに
よって表される。使用にあたっては、普通、芯地と繊維製基材との強固な耐久結合、した
がって、優れた剥離強さが所望される。それゆえ、芯地と接着された衣料品に実現される
結合はたとえば家庭での洗濯等の手入れ後にもなお有効でなければならない。
【０００３】
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　さらに、衣料品への使用には、裏側アンカリング（Ｒuｃｋｖｅｒｎｉｅｔｕｎｇ）が
低度な多彩な芯地が必要である。ここで、裏側アンカリングと称されるのは、繊維製基材
との熱接着に際して、溶融接着剤が該接着剤の被着されている繊維製面状材料をしみとお
り抜けるという特性である。
【０００４】
　熱接着性不織布芯地は通例、常用の不織布製造法によって形成された支持材料、つまり
接着コンパウンドとして熱可塑性溶融接着剤が塗付（コーティング）されるステープルフ
ァイバー不織布から成る。この種の方法は、たとえば、“Ｈａｎｄｂｕｃｈ　ｄｅｒ　ｔ
ｅｘｔｉｌｅｎ　Ｆｉｘｉｅｒｅｉｎｌａｇｅｎ”（Ｐｒｏｆ．Ｄｒ．Ｐ．Ｓｒｏｋａ著
、増補第３版１９９３、Ｈａｒｔｕｎｇ－Ｇｏｒｒｅ出版、コンスタンツ、ｐ．９５～１
６１）に記載されている。
【０００５】
　接着芯地用の溶融接着ポリマーとしては、通例、合成熱可塑性ポリマーたとえばコポリ
アミド、コポリエステル、ポリオレフィン、エチレン－酢酸ビニル－コポリマーまたはポ
リウレタンが使用される。これらは、通例、ペーストまたは粉末あるいはその混在した形
態、オルガノゾルまたはプラスチゾルまたは溶融体として支持不織布材料上に塗付され、
乾燥させられ、さらに焼結によって不織布と結合される。溶融接着ポリマーを塗付するた
めによく使用される方法はペーストプレッシャー（Ｐａｓｔｅｎｄｒｕｃｋ）法、パウダ
ーポイント（Ｐｕｄｅｒｐｕｎｋｔ）法またはダブルポイント（Ｄｏｐｐｅｌｐｕｎｋｔ
）法である。
【０００６】
　熱可塑性溶融接着ポリマーの塗付は繊維製支持材料の製造後、そのために定められた少
なくとも１つの塗付装置を経て行われる。この場合、溶融接着ポリマー用の塗付装置はほ
とんどの場合、繊維製面状構造物を製造する装置から切り離されているため、溶融接着ポ
リマーの塗付は付加的な、繊維布設に後置された工程で行われる。熱接着性（不織布）芯
地、溶融接着ポリマーおよび当該塗付法は、たとえば、“Ｈａｎｄｂｕｃｈ　ｄｅｒ　ｔ
ｅｘｔｉｌｅｎ　Ｆｉｘｉｅｒｅｉｎｌａｇｅｎ”（Ｐｒｏｆ．Ｄｒ．Ｐ．Ｓｒｏｋａ著
、増補第３版１９９３、Ｈａｒｔｕｎｇ－Ｇｏｒｒｅ出版、コンスタンツ、ｐ．７－４０
０）に記載されている。
【０００７】
　熱接着性不織布芯地としての使用にあたり、溶融接着剤は、熱と圧力の作用下で溶融す
る。したがって、不織布芯地は溶融接着剤の塗付された面（多くの場合、片側面のみ）の
全体にわたって繊維製表地と接着結合される。不織布芯地と繊維製表地との接着結合（接
着）は従来の技術によれば、所定の時間にわたる温度および場合によっては圧力を加えた
条件下で実施される。これらのパラメータは当業者に既知の一定の限度内で自由に選択可
能である。したがって、使用される接着温度は、接着性不織布芯地との接着結合における
繊維製表地の熱損傷を回避すべく、通例、６０℃～１６５℃（稀に～２００℃）の範囲と
される。接着温度は一般に、使用されるそれぞれの溶融接着剤の融解温度または軟化温度
あるいはその両方の温度またはそれを僅かに上回る温度に設定され、こうして、溶融接着
剤は繊維製表地と接着結合される。溶融接着剤は一般に軟化温度に達するとすでに十分な
粘着性を有するために表地との接着が可能であることも判明した。
【０００８】
　温度が作用する接着時間は通例、５ｓ～１２０ｓの範囲である。圧力は通例、０Ｎ／ｍ
２～８×１０５Ｎ／ｍ２の範囲である。接着は従来の技術によれば接着装置で行われるが
、この装置はたとえばプレス機（連続プレスまたは多段プレス）あるいはアイロンであっ
てもよい。接着に関連するパラメータ（温度、時間、圧力、装置）は接着条件と称される
。
【０００９】
　溶融接着剤が不織布の両側面に塗付される場合、こうして製造された芯地は両側面で繊
維製表地と接着される。ただし、繊維製表地と熱接着性不織布芯地との両面接着はごく稀
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に使用される程度である。
【００１０】
　公知の熱接着性不織布芯地の短所は、その製造が常に高い不良品発生率と結びついてい
ることである。その原因は、接着不良箇が生じうる接着剤塗付の不均一性にある。接着不
良箇所とは支持材料上に接着剤が塗付されていない、またはごく僅かしか塗付されていな
い箇所である。使用に際して、これらの箇所は気泡として可視化され、さらに、相応な負
荷がかかる場合に繊維製表地からの不織布の剥離が起こり得る。こうした問題を回避すべ
く、接着不良箇所は目視点検によって検出され、爾後の使用を防止するためにマーキング
され、相応した屑と共に分別除去されて、廃棄物として処分されるが、そのためにコスト
が発生し、環境に対する負荷も生ずる。
【００１１】
　不均一な溶融接着剤塗付の原因は多様である。たとえば、支持材料の厚さ変動または重
量変動あるいはその両方の変動が溶融接着剤の不均一な塗付状態をもたらすことがある。
支持材料の重量部や厚さが大きい箇所にはより多量の溶融接着剤が集積するが、薄い箇所
には少量の溶融接着剤しか集積しない。
【００１２】
　不均一な溶融接着剤塗付のさらに別の原因は不織布支持材料の歪みである。不織布ウェ
ブが布設張力の相違によって歪みのある状態で溶融接着剤塗付装置を通過する場合、布設
張力の低い箇所に容易に皴が発生する。こうした箇所には、布設張力の高い他の領域に比
較して、溶融接着剤が被着されない、または僅かに被着されるにすぎない。こうした歪み
は処理工程に起因するものであり、不織布材料製造時にそれを予防することはできない。
【００１３】
　最後に、さまざまな障害たとえば塗付装置の汚れ、溶融接着剤ポリマーの凝集および不
均質性ならびに静電帯電も不織布支持材料への溶融接着剤の不均一な塗付をもたらす。
【００１４】
　公知の熱接着性不織布芯地のさらに別の短所は、特に表地の厚さが０．３５ｍｍ未満の
薄い材料、あるいは表地がかご目（穴あき）構造を有する材料の場合、接着後に表地の表
面側に接着コンパウンドが視覚的、触覚的に感じ取られるようなたとえば隆起の形の不整
性を生じてしまう、または不織布芯地とは接着されていない繊維製表地の表面側に溶融接
着剤がしみとおり抜けて、そこが感知可能または可視可能な隆起のようなものを生じてし
まうことである。この種の薄い、あるいは穴あき構造を有する繊維製表地は従来の熱接着
性不織布芯地と接着可能であるが、通常、その結果は、不十分となる。
【００１５】
　“Ｈａｎｄｂｕｃｈ　ｄｅｒ　ｔｅｘｔｉｌｅｎ　Ｆｉｘｉｅｒｅｉｎｌａｇｅｎ”（
Ｐｒｏｆ．Ｄｒ．Ｐ．Ｓｒｏｋａ著、増補第３版１９９３、Ｈａｒｔｕｎｇ－Ｇｏｒｒｅ
出版、コンスタンツ、第６．１２章、ｐ．１４６－１５２）に論じられているように、接
着芯地に代わるものとして、ネット側の面は封止接着性を有しているが、反対側の面は接
着性を有していない接着ネットが暫定的な手段として提供された。こうしたネットは連続
的なリブで構成されている。ただし、これらのネットは、接着後の感触が固く締まって膨
らみの感じられないものであったことから、普及に至らなかった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】“Ｈａｎｄｂｕｃｈ　ｄｅｒ　ｔｅｘｔｉｌｅｎ　Ｆｉｘｉｅｒｅｉｎ
ｌａｇｅｎ”（Ｐｒｏｆ．Ｄｒ．Ｐ．Ｓｒｏｋａ著、増補第３版、１９９３年、Ｈａｒｔ
ｕｎｇ－Ｇｏｒｒｅ出版、コンスタンツ）
【非特許文献２】“Ｖｌｉｅｓｓｔｏｆｆｅ”（Ｊ．Ｌuｎｅｎｓｃｈｌｏs，Ｗ．Ａｌｂ
ｒｅｃｈｔ著、Ｇｅｏｒｇ　Ｔｈｉｅｍｅ出版、シュツットガルト、ニューヨーク、１９
８２年）
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明の目的は、容易かつ安価に製造可能であって、優れた視覚的、触覚的特性と共に
優れた接着性と均等な接着性を有し、必要に応じて低度な裏側アンカリングを有する片面
熱接着性不織布芯地の製造方法を提供することである。この不織布芯地はとりわけ、基材
が薄い場合あるいは穴あき構造を有する場合にも、使用可能でなければならない。さらに
、触感の異なる、つまりハードな触感あるいはソフトな触感を有する多彩な芯地が提供さ
れなければならない。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記課題は請求項１から５の何れか一項に記載の一切の特徴を備えた熱接着性不織布芯
地の製造方法によって解決される。請求項１９および２０は本発明による方法によって製
造された繊維製品ないし当該繊維製品を含んだ衣料品に関する。
【００１９】
　本発明による熱接着性不織布芯地は、融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度
が６０～１６５℃の範囲にある、少なくとも５０重量％の割合を占める融着または非融着
熱可塑性ステープルファイバーあるいはそれらが混在したステープルファイバーを有する
少なくとも１つのステープルファイバーフリースからなる接着層（Ａ）、及び１７０℃を
上回る軟化・融解温度、またはそれが存在しない場合には１７０℃上回る分解温度を有す
る、８０重量％～１００重量％の割合を占める、少なくとも１つのステープルファイバー
フリースまたは少なくとも１つのステープルファイバー不織布からなる層（Ｂ）を含み、
前記接着層（Ａ）および前記層（Ｂ）が互いに結合されている熱接着性不織布芯地。
　ここで、重量パーセント（Ｇｅｗ．－％）の記載数値はそれぞれ接着層（Ａ）または層
（Ｂ）の重量を基準とする。
【００２０】
　好ましくは、接着層（Ａ）に少なくとも５０重量％含まれる６０℃～１６５℃の融解温
度または軟化温度あるいはその両方の温度を有するステープルファイバーは、層（Ｂ）に
８０重量％～１００重量％で含まれる１７０℃以上の軟化ないしは融解温度、またはその
ような温度を持たない場合は１７０℃以上の分解温度を有するステープルファイバーに対
して、少なくとも１つの化学要素の点で相違している。
【００２１】
　上述した本発明による熱接着性不織布芯地は、従来の技術から公知の溶融接着剤コート
を備えた接着芯地とは異なり、たとえば支持体表面に被着された付加的な溶融接着剤コー
トは備えず、また、熱可塑性ステープルファイバー以外には、通例の接着条件すなわち温
度２００℃まで、接着時間５ｓ～１２０ｓ、圧力０Ｎ／ｍ２～８×１０５Ｎ／ｍ２にて繊
維性基材と接着される際に繊維製基材に対して接着剤として作用し、ＤＩＮ　５４３１０
：１９８０に準拠した測定結果からは、測定可能な接着力／剥離強さをもたらすようない
かなる付加的な成分も有していない。接着作用はもっぱら接着層（Ａ）に含まれている熱
可塑性ステープルファイバーによってのみ生ずる。このことは驚くべきことである。なぜ
なら、当業者の予測によれば接着層（Ａ）と層（Ｂ）との結合後に得られる不織布は繊維
製基材との接着後に過少な接着性と過大な裏側アンカリングとを示すと考えられるからで
ある。
【００２２】
　たとえば当業者は、層Ａの熱可塑性ステープルファイバーは接着層（Ａ）と層（Ｂ）と
の結合に際しもはや強固な接着結合をつくり出すのに十分な量で接着層（Ａ）に残存して
いない、または結合に際し多数が層（Ｂ）の表面に移動してしまい、不十分な剥離強さと
高い裏側アンカリングがもたらされると予測するであろう。
【００２３】
　同じく当業者は、この種の不織布にあっては、繊維製基材との常用の接着範囲での接着
を行おうとすると、接着層（Ａ）のステープルファイバー同士および／または接着層（Ａ
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）と層（Ｂ）のステープルファイバー同士の強固な結合が行われてしまい、この種の不織
布と繊維製基材との接着に際して繊維製基材との十分な接着効果／剥離強さは生じないと
予測できる。
【００２４】
　接着層（Ａ）に使用された熱可塑性ステープルファイバーは、従来の技術によって一般
に支持体上に点状に被着された溶融接着剤とは異なり、熱の作用下で長さを変化させ、収
縮し得るために、本発明によって製造された芯地と接着された繊維製基材が視覚的、触覚
的に均一かつ平滑な表面を形成し得るということはますます驚くべきことである。
【００２５】
　さらに、たとえば一般に接着層（Ａ）の上記熱可塑性ステープルファイバーの融解温度
以上の温度で実施されるカレンダリング時の通例の熱結合法に際して、接着層（Ａ）の熱
可塑性ステープルファイバーは融解し、たとえばカレンダーロールに付着したままとなり
、これによって接着層（Ａ）は不均一となり、または、ステープルファイバーが層（Ｂ）
に移動し、こうして、繊維製基材と接着層（Ａ）との接着にとって不十分な量の熱可塑性
材料しか残っていないということが予測される。
【００２６】
　同様に、ニードルパンチ工程たとえば水噴射ニードルパンチ工程を実施する場合にも、
接着層（Ａ）と層（Ｂ）との十分強固な結合をつくり出すために比較的高い水噴射圧力が
適用されなければならないために、熱可塑性ステープルファイバーが層（Ｂ）のステープ
ルファイバーと過度に強固に混交する、あるいは層（Ｂ）に移動することが予測される。
だが、驚くべきことに、本発明による、水噴射処理によって結合された不織布芯地も繊維
製基材との接着後に非常に優れた接着性を有していることが判明した。
【００２７】
　本発明による不織布芯地は通例の接着条件において、十分に優れた耐久的接着性と、必
要に応じ、低度の裏側アンカリングとを有するのみならず、通例の厚さの繊維製表地との
接着時にも、不織布芯地と接着された繊維製基材の表面側でそれがはっきり感じられたり
、目で確認できたりすることがないために、接着された表地に非常に均一な視覚性が実現
される。さらに、不織布芯地と接着された表地領域全体にわたって基本的な感触の相違が
感じられないために、本発明による不織布芯地によって非常に均質な触感が達成される。
驚くべきことにこれは薄い、あるいは穴のあいた構造の繊維製表地の場合にもそうであり
、したがって、こうした繊維製基材の場合にも本発明による不織布芯地によって同じく均
一な視覚性ならびに均質な触感がもたらされる。
【００２８】
　本発明によれば、「熱接着性不織布芯地」なる用語によって、片側接着面全体にわたっ
て繊維製基材との十分良好な接着結合を実現するのに適していると共に、それを目的とし
た不織布が意味される。
【００２９】
　本発明による熱接着性不織布芯地は十分良好な接着が実現される点で優れている。こう
した接着は、接着芯地と繊維製基材とが結合される際の通例の接着条件（温度、圧力、時
間、装置）適用下での熱接着後に、ＤＩＮ　５４３１０：１９８０に準拠した、試料サイ
ズ（試験片：１５０ｍｍ×５０ｍｍ、試験表布：１６０ｍｍ×６０ｍｍ）、剥離速度（１
５０ｍｍ／ｍｉｎ）、接着プレスＫａｎｎｅｇｉｅｓｓ－ｅｒ　ＣＸ　１０００またはＧ
ｙｇｌｉ　Ｔｏｐ　Ｆｕｓｉｎｇ　Ｍｏｄ．ＰＲ　５／７０による適切な繊維製基材を用
いた剥離強さ試験にあたり、少なくとも３Ｎの剥離強さが得られる場合に実現されている
と見なされる。本発明による熱接着性不織布芯地は、さらに以下において一連の実施例か
ら看取されるように、３Ｎを明白に上回る剥離強さを示している。接着後、つまり他の処
理たとえば家庭での洗濯等が行われない場合、測定された剥離強さはしばしば一次接着力
とも称される。耐久的な接着は、接着された基材につき少なくとも１つの回の家庭での洗
濯が行われた後に、ＥＮ　ＩＳＯ　６３３０：２０００（方法Ｎｏ．２Ａ、６０℃）に準
拠して、なお少なくとも１つのＮの剥離強さが得られる場合に実現されていると見なされ
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る。本発明による一連の実施例は、以下に挙げた表から読み取れるように、この値をも大
きく上回っている。
【００３０】
　接着層（Ａ）および層（Ｂ）は、好ましくは１枚以上の乾燥処理されたステープルファ
イバーフリースから製造される。層（Ｂ）の製造には、別法として、乾燥処理されたステ
ープルファイバー不織布を使用することもできる。ステープルファイバーフリースおよび
ステープルファイバー不織布はとりわけ不織布芯地用に主として使用されるような１００
ｇ／ｍ２以下の軽量等級においても、非常に均一な重量・厚さ分布ならびに密な表面性状
が得られる。さらに、ステープルファイバーフリースおよびステープルファイバー不織布
の触感はフレキシブルに調整可能である。なぜなら、ステープルファイバーの長さ、ステ
ープルファイバーフリースないしステープルファイバー不織布の繊維配向およびステープ
ルファイバーフリースへの種々様々な繊維種（ポリマー繊維）の容易な混入可能性を介し
て、触感調整に関する高い自由度が存在するからである。
【００３１】
　本発明により、接着層（Ａ）と層（Ｂ）ならびにこれらから得られた不織布芯地は、繊
維としてもっぱら所定の限定された長さのステープルファイバーを含み、エンドレスファ
イバー（フィラメント）は含んでいない。
【００３２】
　ステープルファイバー、エンドレスファイバー、ステープルファイバーフリースおよび
不織布なる用語はＤＩＮ　６００００（１９６９年１月）に定められた定義に依拠して使
用される。したがって、本発明の趣旨によるステープルファイバーとは限定された長さの
繊維であり、他方、エンドレスファイバー（フィラメント）とは実際に長さに制限のない
繊維である。本出願中において、ステープルファイバーなる用語は、Ｊ．Ｌuｎｅｎｓｃ
ｈｌｏs，Ｗ．Ａｌｂｒｅｃｈｔ著“Ｖｌｉｅｓｓｔｏｆｆｅ”（Ｇｅｏｒｇ　Ｔｈｉｅ
ｍｅ出版、シュツットガルト、ニューヨーク、１９８２年、第１．２章、図０．１、ｐ．
３）に従って、化学繊維および天然繊維すなわち合成製造された、または半合成製造され
た繊維および天然繊維を表すものとして使用される。紡糸不織布およびステープルファイ
バー不織布なる用語はＪ．Ｌuｎｅｎｓｃｈｌｏs，Ｗ．Ａｌｂｒｅｃｈｔ著、“Ｖｌｉｅ
ｓｓｔｏｆｆｅ”（Ｇｅｏｒｇ　Ｔｈｉｅｍｅ出版、シュツットガルト、ニューヨーク、
１９８２年、ｐ．１０６以下ないしｐ．６３以下）に従って使用される。
【００３３】
　接着層（Ａ）を生ずる１枚以上のステープルファイバーフリースは、５０重量％から１
００重量％までの、熱可塑性材料製ステープルファイバー（熱可塑性ステープルファイバ
ー）を有しており、該熱可塑性ステープルファイバーの融解温度または軟化温度あるいは
その両方の温度は６０～１６５℃の範囲にある。これによって、当該ファイバーは通例使
用される冒頭に述べた接着温度にて十分な粘着性を有するようになるため、表地との間に
強固な接着結合をつくり出すことが保証される。５０重量％の割合を下回ると、接着性は
大幅に低下する。
【００３４】
　熱可塑性ステープルファイバーは、熱可塑性プラスチックと同様に、一定の温度範囲内
で変形し得ることを特徴としている。この現象は可逆的である。つまり、この現象は過熱
によるこの材料の熱分解が生じない限り、冷却と再加熱によって反復可能である。この点
で、熱可塑性プラスチックは、熱硬化性プラスチックおよびエラストマーと相違している
。
【００３５】
　軟化温度（ガラス転移温度Ｔｇ）と称されるのは、ポリマーが脆いエネルギー弾性状態
（Ｔ＜Ｔｇ）から軟らかいエントロピー弾性状態（Ｔ＞Ｔｇ）へ移行する際の温度のこと
である。部分結晶性プラスチックたとえば熱可塑性ステープルファイバーはガラス転移温
度も、結晶相が解消されてポリマーが液体状態に移行する融解温度も有している。ステー
プルファイバーのガラス転移温度はＩＳＯ　１１３５７－２：１９９９－０３に準拠して
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決定することができる。また、ステープルファイバーの融解温度はＩＳＯ　３１４６：２
００２－０６に準拠して決定することができる。熱可塑性ステープルファイバーの軟化温
度および融解温度は多少とも広い範囲に及んでいるために、温度範囲は多様に記載される
。それゆえ、本実施例において、軟化温度および融解温度は温度範囲で取り扱うことがで
きる。
【００３６】
　分解温度とは、それを超えると材料が不可逆的にその化学構造を変化させ、それによっ
て分解が生じる際の温度または温度範囲のことである。
本発明の好ましい実施形態において、接着層（Ａ）と層（Ｂ）とは当業者にとって視覚的
にまたは触覚的にあるいは視覚かつ触覚的に識別可能である。好ましくは、以下にさらに
詳細に述べるように、接着層（Ａ）と層（Ｂ）との製造および／または結合方法は、視覚
的および／触覚的識別性が共に生じて、識別性を設定するための他の方法ステップを要さ
ずに実施される。
【００３７】
　本発明によれば、層（Ｂ）は８０～１００重量％が、軟化・融解温度、またはそうした
ものが存在しない場合には、分解温度が１７０℃以上のステープルファイバーから成る。
これにより、層（Ｂ）は通例使用される接着温度に際して熱的に安定したままであること
が保証される。ただし、場合により、層（Ｂ）のステープルファイバーは１７０℃以下の
温度でその長さを変化させることがある（熱収縮）。
【００３８】
　本発明による不織布は、適切な繊維製機材との通例の接着条件下での接着後に、ＤＩＮ
　５４３１０：１９８０に準拠して、試料サイズ（試験片：１５０ｍｍ×５０ｍｍ、試験
表布：１６０ｍｍ×６０ｍｍ）、剥離速度（１５０ｍｍ／ｍｉｎ）、接着プレスＫａｎｎ
ｅｇｉｅｓｓｅｒ　ＣＸ　１０００またはＧｙｇｌｉ　Ｔｏｐ　Ｆｕｓｉｎｇ　Ｍｏｄ．
ＰＲ　５／７０にて測定して、少なくとも３Ｎの剥離強さを有している。
【００３９】
　本発明による不織布は、ＤＩＮ　ＥＮ　２９０７３－０３：１９９２に準拠して、剥離
速度（２００ｍｍ／ｍｉｎ）にて測定して、少なくとも３Ｎの長手方向（不織布製造時の
製品流れ方向）最大引張り強さを有している。
【００４０】
　最大引張り強さは、本発明による不織布において、触感特性の尺度である。最大引張り
強さが低いほど、触感はソフトになる。最大引張り強さが３Ｎ以下の範囲にあれば、当該
不織布はもはや取扱い不能であり、使用にあたって容易に裂けたり破損したりする。それ
ゆえ、接着芯地と繊維製基材との接着後にもたらされる最大引張り強さは、接着された繊
維製基材の触感の尺度である。
【００４１】
　必要に応じ、本発明による接着芯地の付された繊維製品につき、０～３Ｎの範囲とくに
＜１Ｎまたは０Ｎの低度な裏側アンカリングを設定することができる。この場合、裏側ア
ンカリングは、ＤＩＮ　５４３１０：１９８０に準拠して、試料サイズ（試験片３００ｍ
ｍ×１００ｍｍ、試験表布３００ｍｍ×１１０ｍｍ）、剥離速度（１５０ｍｍ／ｍｉｎ）
、測定距離（５０ｍｍ）、接着プレスＫａｎｎｅｇｉｅｓｓｅｒ　ＣＸ　１０００または
Ｇｙｇｌｉ　Ｔｏｐ　Ｆｕｓｉｎｇ　Ｍｏｄ．ＰＲ　５／７０にて測定されている。低度
の裏側アンカリングは使用にあたり、不織布支持体を貫く接着媒のしみとおり抜け、およ
びそれに付随する問題たとえば重ねられた複数の芯地／表地層の同時接着に際する層のは
り付き、接着装置の汚れや接着された基材の過度に強剛な触感を回避するためにしばしば
必要である。
【００４２】
　本発明の好ましい実施形態において、本発明による不織布芯地は、接続層（Ａ）と層（
Ｂ）との良好ないし極めて良好な視覚的または触覚的あるいはその両方で識別性を有して
いる。これは、芯地と繊維製表地とを接着させる際、使用者にとって有利である。
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【００４３】
　本発明による接着芯地は０．０５ｍｍ～３０ｍｍの厚さを有している。これより薄い、
あるいは厚い不織布芯地は、いずれも製造および／または取扱いがかなり困難である。特
に好ましい厚さは、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　９０７３－２（１９９７年２月）に準拠して
測定して、０．０５ｍｍ～３ｍｍであり、非常に特に好ましいのは０．１ｍｍ～０．６ｍ
ｍである。
【００４４】
　本発明の好ましい実施形態において、接着層（Ａ）における、６０～１６５℃の範囲の
融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度を有する熱可塑性ステープルファイバー
の割合は少なくとも７５重量％、特に好ましくは９０重量％である。接着層（Ａ）におけ
る、６０～１６５℃の範囲の融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度を有する熱
可塑性ステープルファイバーの割合は非常に特に９５～１００重量％であるのが好ましい
。したがって、接着層（Ａ）には、融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度が１
６５℃を上回る非熱可塑性ステープルファイバーは５０、２５、１０、５または０重量％
だけ含まれていてよい。
【００４５】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態において、接着層（Ａ）は熱可塑性複合ステープ
ルファイバーを含む、または該ステープルファイバーから成る。この複合ステープルファ
イバーは６０℃～１６５℃の範囲の融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度を有
する繊維成分と、１６５℃を上回る融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度を有
する繊維成分とから成る。この場合、６０℃～１６５℃の範囲の融解温度または軟化温度
あるいはその両方の温度を有する繊維成分は被覆されていない。この熱可塑性複合ステー
プルファイバーにはコア被覆式成分配置または並行式成分配置が行われていてよい。
【００４６】
　層（Ｂ）は、好ましくは少なくとも８０重量％、特に好ましくは９０重量％、非常に特
に好ましくは９５重量％～１００重量％がホモポリマーステープルファイバーおよび／ま
たはコポリマーステープルファイバーから成る。層（Ｂ）のステープルファイバーの融解
温度または軟化温度、またはそうしたものが存在しない場合には、分解温度は、好ましく
は少なくとも１つの０℃だけ、特に好ましくは少なくとも３５℃だけ、非常に特に好まし
くは少なくとも８５℃だけ１６５℃を上回る。こうして、不織布芯地の接着に際して、層
（Ｂ）のステープルファイバーの有意な融解は生ずることがなく、層（Ｂ）のステープル
ファイバーの融解による接着装置の汚れも生ずることがない。
【００４７】
　接着層（Ａ）および層（Ｂ）の製造に使用されるステープルファイバーは、５ｍｍ～１
５０ｍｍ、好ましくは１０ｍｍ～１００ｍｍ、特に好ましくは２０ｍｍ～５０ｍｍの断裁
長を有している。
【００４８】
　本発明の好ましい実施形態において、熱可塑性ステープルファイバーの融解温度または
軟化温度は７５℃～１６０℃の範囲、特に好ましくは７５℃～１４０℃の範囲にあり、７
５～１４０℃の融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度は特に、コポリアミド、
コポリエステルまたはポリエチレンからなる繊維によって達成される。
【００４９】
　接着層（Ａ）に使用される熱可塑性ステープルファイバーはホモポリマーまたはコポリ
マーであってよい。本発明の好ましい実施形態において、接着層（Ａ）の１枚以上のステ
ープルファイバーフリースは、コポリアミド、ポリエステル、コポリエステル、ポリオレ
フィン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ酢酸ビニル、エチレン酢酸ビニル、ポリ乳
酸またはエチレン－メタクリル酸またはそのコポリマーからなる熱可塑性繊維を有してい
る。
【００５０】
　層（Ｂ）の１枚以上のステープルファイバーフリースの製造には、１７０℃を下回る温
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度に際して熱的に安定なステープルファイバーを使用することができる。このことは、軟
化・融解温度、またはそうしたものが存在しない場合には、分解温度が１７０℃を上回る
ために、１７０℃以下の温度では軟化も、融解もあるいは分解も生じないステープルファ
イバーが使用可能であることを意味している。ただし、場合により、これらのステープル
ファイバーは１７０℃以下の温度でその長さを変化させることがある（熱収縮）。層（Ｂ
）の１枚以上のステープルファイバーフリースまたはステープルファイバー不織布の製造
に使用されるステープルファイバーは１７０℃を下回る温度に際して熱的に安定な熱可塑
性繊維または非熱可塑性繊維であってよく、相応した合成繊維、半合成繊維または天然繊
維あるいはこれらの繊維の混合物を使用することができる。
【００５１】
　本発明の好ましい実施形態において、層（Ｂ）の１枚以上のステープルファイバーフリ
ースまたはステープルファイバー不織布は、ポリアミド、ポリエステル、天然または再生
セルロース、ｍ－またはｐ－アラミド、メラミン樹脂、ウールまたは場合によりこれらの
コポリマーからなるステープルファイバーを有している。これらのステープルファイバー
は特にポリエステルまたはポリアミドあるいはそれらを組み合わせたグループから選択さ
れる。
【００５２】
　接着層（Ａ）は接着芯地の総重量の５～５０重量％、好ましくは１０～４０重量％、特
に好ましくは１５～３５重量％を占め、層（Ｂ）は同じく接着芯地の総重量の５０～９５
重量％、好ましくは６０～９０重量％、特に好ましくは６５～８５重量％を占めている。
【００５３】
　接着層（Ａ）の重量は好ましくは少なくとも５ｇ／ｍ２であり、層（Ｂ）の重量は好ま
しくは少なくとも５ｇ／ｍ２である。
【００５４】
　接着層（Ａ）および層（Ｂ）の製造に使用される繊維の繊度は０．５ｄｔｅｘ～４０ｄ
ｔｅｘ、好ましくは１．０ｄｔｅｘ～１０ｄｔｅｘ、特に好ましくは１．３ｄｔｅｘ～６
ｄｔｅｘである。
【００５５】
　本発明による接着芯地の単位面積重量は１０ｇ／ｍ２～３００ｇ／ｍ２、好ましくは１
５ｇ／ｍ２～１５０ｇ／ｍ２、特に好ましくは２０ｇ／ｍ２～１００ｇ／ｍ２である。
【００５６】
　本発明による熱接着性不織布芯地を製造するための方法は以下のステップを含んでなる
：
　ａ）融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度が６０～１６５℃の範囲にある、
５０重量％～１００重量％の割合を占める融着または非融着熱可塑性ステープルファイバ
ーあるいはそれらが混在したステープルファイバーを有する、または複合ステープルファ
イバーにて同等の割合を占める融着または非融着熱可塑性ステープルファイバーあるいは
それらが混在したステープルファイバー成分を有する少なくとも１つのステープルファイ
バーフリースから接着層（Ａ）を製造するステップ。
　ｂ）１７０℃を上回る軟化・融解温度、または軟化温度または融解温度が存在しない場
合には、分解温度を有する、８０重量％～１００重量％の割合を占めるステープルファイ
バーを有する少なくとも１つのステープルファイバーフリースまたは１ステープルファイ
バー不織布から層（Ｂ）を製造するステップ。
　ｃ）接着層（Ａ）を層（Ｂ）と結合するステップ。
　ここでも、重量パーセント（Ｇｅｗ．－％）の記載数値はそれぞれ接着層（Ａ）または
（Ｂ）の重量を基準にしている。
【００５７】
　本発明による接着芯地の接着層（Ａ）および層（Ｂ）の１枚以上のステープルファイバ
ーフリースの製造は、一般に制限なく、当業者に公知の、乾燥処理されたステープルファ
イバーフリースを製造するための方法を使用して行うことができる。これらの方法はたと
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えば、Ｌuｎｅｎｓｃｈｌｏs、Ｗ．Ａｌｂｒｅｃｈｔ著“Ｖｌｉｅｓｓｔｏｆｆｅ”（Ｇ
ｅｏｒｇ　Ｔｈｉｅｍｅ出版、シュツットガルト、ニューヨーク、（１９８２年）の第２
章、ｐ．６７－１０５；１．フリース形成、１．１．１．ステープルファイバーフリース
）に記載されている。ステープルファイバーフリースに代えて層（Ｂ）として使用可能な
乾燥処理されたステープルファイバー不織布も同じく当業者に公知の、乾燥処理されたス
テープルファイバー不織布を製造するための方法によって製造することができる。この種
の方法はたとえば、Ｌuｎｅｎｓｃｈｌｏs、Ｗ．Ａｌｂｒｅｃｈｔ著“Ｖｌｉｅｓｓｔｏ
ｆｆｅ”（Ｇｅｏｒｇ　Ｔｈｉｅｍｅ出版、シュツットガルト、ニューヨーク、（１９８
２年）の第１．２－１．２．４章、ｐ．１２２－２２５）に記載されている。
【００５８】
　本発明による熱接着性不織布芯地の製造には、好ましくは少なくとも２台のフリース形
成装置（これらは梳毛機および／または梳綿機および／または空力式フリース形成装置で
あってもよい）が使用され、これらの装置によって相応する毛羽から少なくとも２枚のス
テープルファイバーフリースが製造される。そのうち少なくとも１枚のステープルファイ
バーフリースは接着層（Ａ）を形成し、少なくとも１枚のステープルファイバーフリース
またはそれに代えて１枚のステープルファイバー不織布は層（Ｂ）を形成する。
　接着層（Ａ）および層（Ｂ）の製造は同時にまたは時間的にずらして行うことができる
。
【００５９】
　接着層（Ａ）を層（Ｂ）と結合するため、これらの層は合わされて結合される。結合は
、熱処理法、水噴射法、機械処理法、化学処理法、超音波法またはレーザ処理法により実
施可能である。これらの方法は任意に組み合わされてもよい。
【００６０】
　接着層（Ａ）と層（Ｂ）とを結合するために、付加的な溶融接着剤も使用されず、ある
いは、通例の接着条件すなわち温度２００℃以下、接着時間５ｓ～１２０ｓ、圧力０Ｎ／
ｍ２～８×１０５Ｎ／ｍ２にて繊維製基材と接着される際に接着剤として作用し、ＤＩＮ
　５４３１０：１９８０に準拠して測定して、繊維製基材に対して測定可能な接着力／剥
離強さをもたらすいかなる成分も使用されない。このことは、溶融接着剤のための付加的
な塗付装置が必要とされず、不均一な溶融接着剤塗付に関連する欠陥源も品質問題も接着
芯地に生じないために、方法の複雑性ならびにコストが低減するという利点を有している
。さらに、付加的な溶融接着剤を使用する場合、接着芯地の多くの使用例において望まし
くない最大引張り強さの増大と強剛な触感がもたらされることになろう。
【００６１】
　接着層（Ａ）と層（Ｂ）との結合は、特別に適合された条件を用いた公知の方法により
可能であり、その条件は、接着層（Ａ）の繊維が層（Ｂ）に僅かに突き抜けるにすぎない
か、またはそうしたことを生じなくするということである。これは、層（Ｂ）の単位面積
重量が可能最小限でありかつ接着層（Ａ）の単位面積重量が可能最大限であっても、使用
されるあらゆる結合方法に際しても当てはまる。当業者はそのために必要な方法パラメー
タを容易に見つけることができる。
【００６２】
　層同士の結合や場合によりその後の後処理では実質的に、芯地の接着に際して接着層（
Ａ）の熱可塑性繊維の過度の収縮（これは接着された領域の不均質性たとえば波打ちをも
たらすことになる）が生じないように実施されなければならないが、これは達成可能であ
る。
【００６３】
　熱処理は一般に、接着層（Ａ）または層（Ｂ）あるいはその両方のステープルファイバ
ーの少なくとも応分の軟化または融解あるいはその両方が行われように実施される。ステ
ープルファイバーフリースはこうして熱可塑性接着される。この場合、熱処理法は接着層
（Ａ）または（Ｂ）と接触する圧縮固着装置の加熱部分に融解した繊維が付着することが
ないように実施されなければならず、さもなければ、接着層（Ａ）の均一性が破壊されて
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、圧縮固着欠陥もしくは繊維面の断裂がもたらされることになろう。こうした熱処理法は
、驚くべきことに、接着層（Ａ）および層（Ｂ）の単位面積重量が低く、かつ、少なくと
も１つのカレンダーロールが最も低い温度で融解する接着層（Ａ）のステープルファイバ
ーの融解温度または軟化温度あるいはその両方の温度を大幅に上回る温度に加熱される場
合にも良好に達成されるが、これは当業者にとっては驚くべきことである。若干のコポリ
アミド繊維の場合、高い融解温度範囲におけるカレンダーロールへの融解繊維残滓の付着
は低い融解温度範囲における付着に比べ僅かでさえあり、この事象も同じく予期に反する
。処理の程度に応じ、ステープルファイバーフリースおよび繊維の構造は接着層（Ａ）と
層（Ｂ）との結合後も保持されるか、または失われる。
【００６４】
　好ましい実施形態において、層（Ｂ）の１枚以上の乾燥処理されたステープルファイバ
ーフリースは接着層（Ａ）の１枚以上のステープルファイバーフリースと合わされて、た
とえば加熱された型押しロールと加熱された平滑ロールとからなるカレンダーを使用して
、接着層（Ａ）と結合される。型押しロールは好ましくは層（Ｂ）と接触させられる。型
押しおよび平滑ロールの温度はそれぞれ、層（Ｂ）と接着層（Ａ）とのステープルファイ
バーの軟化が少なくとも応分に行われるように調整される。これはロール間に著しく顕著
な温度勾配が生ずることによって実現されるが、その際、Ｂ側と接触しているロールはＡ
側と接触しているロールよりも著しく高い温度に加熱される。従来の技術による標準方法
では、この種の顕著な温度勾配は通例ではない。双方の側面は、それらの結合後、一般に
とくに接着側および非接着側の繊維の一体化度の相違により、または接着側の繊維の硬化
により視覚的および触覚的に識別可能である。
【００６５】
　さらに別の好ましい実施形態において、８０重量％～１００重量％が、１７０℃以上の
軟化・融解温度、またはそれが存在しない場合には、分解温度を有するステープルファイ
バーからなる１枚以上の乾燥処理されたステープルファイバーフリースが、加熱された型
押しロールと加熱された平滑ロールとからなるカレンダーによって圧縮固着され、層（Ｂ
）を形成する不織布となされる。熱的圧縮固着の条件は、圧力、滞留時間および温度を介
して、層（Ｂ）のステープルファイバーの少なくとも応分の軟化ならびに不織布への圧縮
固着が行われるようにして調整されなければならない。こうして得られた不織布（層（Ｂ
））は、場合により、溶融接着剤を使用することなく、当業者に公知の方法で仕上げ加工
または染色されるか、あるいはその両方が施され、その後、接着層（Ａ）の１枚以上のス
テープルファイバーフリースと合わされる。接着層（Ａ）と層（Ｂ）とは、加熱された型
押しロールと、好ましくは接着層（Ａ）と接触する加熱された平滑ロールとからなるカレ
ンダーを使用して結合される。そのため、ロール間に強度な温度勾配が設定され、その際
、Ｂ側と接触しているロールはＡ側と接触しているロールよりも著しく高い温度に加熱さ
れる。不織布の両側面は、双方の層の結合後、一般にたとえば接着側および非接着側の繊
維の一体化度の相違に基づき、または双方の側の色の相違によって視覚的および触覚的に
識別可能である。
【００６６】
　ただし、接着層（Ａ）と層（Ｂ）との結合は、こうしたステープルファイバーの熱可塑
性接着なしでも、たとえば水噴射処理により、機械式乾式ニードルパンチ工程により、ま
たは結合剤による接着（化学処理）により行うこともできる。本発明によれば、後者の場
合、接着芯地へのその塗付と乾燥後、繊維製基材との熱接着に際して接着剤として作用す
ることも、ＤＩＮ　５４３１０：１９８０に準拠して測定して、繊維製基材に対して測定
可能な接着力／剥離強さをもたらすこともないような結合剤のみが使用される。
【００６７】
　接着層（Ａ）が層（Ｂ）と水噴射圧縮固着法によって結合される場合、その方法は好ま
しくは層（Ｂ）が第１の水噴射刺入側であって、層（Ｂ）に接着層（Ａ）よりも高い圧力
がもたらされるようにして実施される。接着層（Ａ）の繊維の一体化度が低いことにより
、接着層（Ａ）は耐摩性が低く、したがって、相対的に高い毛羽立ち性とソフトな触感を
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有し、それゆえ、層（Ｂ）に比較して視覚的および触覚的な識別性を有している。
【００６８】
　接着層（Ａ）が層（Ｂ）とニードルパンチ工程によって結合される場合、接着層（Ａ）
と層（Ｂ）とは互いに重ねられて刺し縫い織機を通過させられる。層（Ｂ）への接着層（
Ａ）の繊維の移動をできるだけ少なくするため、好ましくは、層（Ｂ）を刺入側として片
面刺し縫い締結され、返しのない針または返しがごく僅かに形成された針が使用される。
【００６９】
　接着層（Ａ）が層（Ｂ）と化学的に結合される場合、場合により他の添加剤たとえば顔
料を含んだ結合剤を公知の方法で好ましくは噴霧する、またはフォームの形でウェブ上に
塗付することができる。本発明において使用可能な結合剤および添加剤については一般に
、不織布への塗付および縮合／乾燥後に、繊維製基材に対する熱接着に際してこうして製
造された接着芯地と繊維製基材との間に接着作用を生ずることのない結合剤および添加剤
のみが使用されるという一つの制限が存在するだけである。接着層（Ａ）と層（Ｂ）とを
結合するために、結合剤を含むウェブは好ましくは加熱された装置たとえば乾燥機を通過
させられる。その際、温度は、結合剤の乾燥と場合により縮合、したがって、圧縮固着に
よって不織布が生ずるように調整されなければならない。好ましくは、乾燥は、層（Ａ）
のステープルファイバーの応分の軟化または融解あるいはその両方が生じるように温度調
整された吸引乾燥機によって実施される。コンベア乾燥機が使用される場合、ウェブは好
ましくは、層（Ｂ）が乾燥機のコンベア上に載置されるようにしてコンベアを通過させら
れる。乾燥には他の装置たとえばマイクロ波乾燥機を使用することもできる。
【００７０】
　別の好ましい実施形態において、結合剤はＵＶ架橋性結合剤である。好ましいＵＶ架橋
性結合剤は、ポリエステル（メタ）アクリレート、ポリウレタン（メタ）アクリレート、
ポリエーテル（メタ）アクリレート、場合により少量の反応性稀釈剤たとえばスチレンを
添加したモノ、ジ、トリまたはテトラ官能性アクリレートおよび／または光重合開始剤た
とえばアゾビスイソブチルニトリル、ベンゾフェノン、α－ヒドロキシアルキルフェノン
を添加したそれである。この場合、結合剤は公知の方法で、好ましくは両側にフォームと
してウェブ上に塗付または噴霧され、１個以上のＵＶランプで架橋される。
【００７１】
　接着層（Ａ）が層（Ｂ）と超音波処理によって結合される場合、該方法は、層（Ｂ）お
よび／またはＡのステープルファイバーの少なくとも応分の軟化または融解あるいはその
両方が行われるように実施される。その際、超音波カレンダーのロール好ましくは型押し
ロールは層（Ｂ）と接触させられる。
【００７２】
　上記の結合方法は互いに任意に組み合わせることができる。
　一般に、接着層（Ａ）と層（Ｂ）との結合後、さらなる処理方法を使用することができ
る。
【００７３】
　これらの処理方法に際しても、通例の接着条件すなわち温度２００℃以下、接着時間５
ｓ～１２０ｓ、圧力０Ｎ／ｍ２～８×１０５Ｎ／ｍ２にて繊維性基材と接着される際に接
着剤として作用し、ＤＩＮ　５４３１０：１９８０に準拠して測定して、繊維製基材に対
して測定可能な接着力／剥離強さをもたらすようないかなる付加的な溶融接着剤も成分も
使用されることはない。
【００７４】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態において、接着層（Ａ）と層（Ｂ）との結合（Ｃ
）に続き、本発明による接着芯地の側［がわ］面（Ａ）と層（Ｂ）との視覚的にまたは触
覚的にあるいは視覚かつ触覚的に顕著な判別を可能とする識別性をもたらすさらに別の処
理ステップが設けられている。
　この処理ステップは、別の好ましい実施形態としてさらなる不織布圧縮固着をもたらす
ために採用できる。
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【００７５】
　接着層（Ａ）と層（Ｂ）との結合時にすでに達成されていない限り、これらの処理ステ
ップはさらに接着層（Ａ）の安定化をもたらし、これによって、接着された繊維製基材の
表面側の不均質性をもたらすと考えられる芯地接着時のステープルファイバーの比較的激
しい収縮は防止される。
【００７６】
　適切な処理ステップとして、機械処理、化学処理、熱処理、レーザ処理、超音波処理ま
たはプリント処理法を使用することが可能である。
【００７７】
　結合された接着層（Ａ）と層（Ｂ）とのさらなる処理を行い、視覚的別性または触覚的
識別性あるいは両方の識別性を達成し、場合により、不織布のさらなる圧縮固着と接着層
（Ａ）の安定化とを達成するための適切な機械処理方法は、たとえば、加熱なしに片面側
または両面側で実施可能であり、場合によっては、双方の面の異なった構造化をもたらす
機械プレスを利用しても良い。
【００７８】
　視覚的別性または触覚的識別性あるいは両方の識別性を達成し、場合により、不織布の
さらなる圧縮固着と接着層（Ａ）の安定化とを達成するための適切な熱処理方法は、たと
えば、型押しロールまたは平滑ロールあるいはその組み合わせによる熱間カレンダリング
（サーモボンディング）、（メッシュ、スクリーンまたは他の構造を有した金属ベルトに
よる炉内での）加熱またはＩＲ処理である。
【００７９】
　好ましい実施形態において、好ましくは熱処理、機械処理、水噴射処理または化学処理
によって得られた不織布は、接着層（Ａ）と層（Ｂ）との結合後に、加熱されたロールを
備えたカレンダーまたは均し機によって熱的均し処理に付される。その際、均し処理は最
も低い温度で融解する接着層（Ａ）の繊維成分の軟化または融解あるいはその両方が行わ
れように実施される。この場合、より高い温度で融解する繊維の融解温度、軟化温度また
は分解温度は到達されない。これにより、接着層（Ａ）の安定化と平滑化ならびに接着層
（Ａ）の側面と層（Ｂ）の側面との視覚的、触覚的識別性の向上が達成される。
【００８０】
　さらに、好ましくは熱処理、機械処理、水噴射処理または化学処理によって得られた不
織布が、接着層（Ａ）と層（Ｂ）との結合後に、熱風処理またはＩＲ処理に付される処理
法が好ましい。その際、処理温度は最も低い温度で融解する接着層（Ａ）の繊維成分の軟
化または融解あるいはその両方が行われるように選択される。この場合、より高い温度で
融解する繊維の融解温度、軟化温度または分解温度は到達されない。これにより、接着層
（Ａ）の追加的な圧縮固着が達成されると共に、該層の硬化によって層（Ｂ）の安定性と
付加的な触覚的識別性が達成される。
【００８１】
　接着層（Ａ）と層（Ｂ）とを結合するための熱処理方法の場合と同様に、熱的後処理に
際しても、驚くべきことに、条件が最適設定されれば、接着層（Ａ）および層（Ｂ）と接
触する圧縮固着装置たとえばカレンダーロールの加熱部分に融解した繊維の付着が生ずる
ことはない。この問題は、驚くべきことに、圧縮固着装置の１要素たとえばカレンダーロ
ールが最も低い温度で融解する接着層（Ａ）のステープルファイバーの融解温度または軟
化温度あるいはその両方の温度を上回る温度に加熱される場合にも生ずることがない。
【００８２】
　視覚的別性または触覚的識別性あるいは両方の識別性の達成ならびに、場合により、不
織布のさらなる圧縮固着と接着層（Ａ）の安定化とを達成するための適切な化学的方法は
、たとえば、塗付またはプリントである。この化学的方法は結合剤を使用しても使用しな
くとも実施可能である。本発明によれば、この化学的方法に際しても一般に、接着芯地へ
の塗付および乾燥後、熱接着に際して繊維製基材に対して接着性を生ずることがなく、か
つ、溶融接着剤としても作用することのない化学物質（たとえば結合剤、触感軟化剤）の
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みが使用される。
【００８３】
　プリント法に際しては、公知のすべての方法たとえば凸版またはスタンプ印刷法（たと
えばレリーフ印刷）、凹版印刷法（たとえばＲｏｕｌａｕｘ印刷）、フィルム印刷／スク
リーン印刷法（たとえばフラットフィルム印刷、ロータリーフィルム印刷）、転写印刷法
を使用することができる。
【００８４】
　さらに別の好ましい実施形態において、好ましくは熱処理、機械処理、水噴射処理、化
学処理、超音波処理またはレーザ処理によって得られた不織布は、接着層（Ａ）と層（Ｂ
）との結合後に、少なくとも１つの端縁に印刷が行われる。たとえば、１以上のロータリ
ースタンプ印刷システムにより、水または溶剤をベースとした染料または異なる染料の混
合物がプリントされて、水または溶剤の蒸発後に製品上に付着残存する。この実施形態は
、不織布のさらなる圧縮固着を行って触感を変化させることなしに、接着層（Ａ）の側面
と層（Ｂ）の側面とのさらなる識別性を達成することができるという利点を有している。
【００８５】
　本発明による芯地の触感特性は、接着層（Ａ）中のホモポリマー／コポリマーステープ
ルファイバーの割合および熱可塑性繊維の割合、ステープルファイバーフリース中の数多
くのさまざまな繊維種の組み合わせ／混入の可能性および繊維配向によって、フレキシブ
ルに調整することができる。カレンダリングによって熱的に圧縮固着される不織布芯地に
あっては、型押しロールの構造とそれによる不織布溶接面の構造とによって触感調整を行
うさらなる可能性が生ずる。
【００８６】
　本発明による接着芯地は、熱可塑性ステープルファイバー以外には、他の繊維製基材と
芯地との接着時に接着剤として作用するいかなる他の活性または活性化可能な接着ポリマ
ーも含んでいないことを特徴としている。
【００８７】
　本発明による接着芯地は、通例の接着条件下での適切な繊維製基材との接着に際し、試
料サイズ（試験片：１５０ｍｍ×５０ｍｍ、試験表布：１６０ｍｍ×６０ｍｍ）、剥離速
度（１５０ｍｍ／ｍｉｎ）、接着プレスＫａｎｎｅｇｉｅｓｓｅｒ　ＣＸ　１０００また
はＧｙｇｌｉ　Ｔｏｐ　Ｆｕｓｉｎｇ　Ｍｏｄ．ＰＲ　５／７０にて、ＤＩＮ　５４３１
０：１９８０に準拠して測定して、３Ｎを上回る優れた接着力を有すると共に、手入れ処
理（洗濯１×６０℃）の後にも耐久的な接着力を有することを特徴としている。
【００８８】
　必要に応じ、通例の接着条件下での適切な繊維製基材との接着に際し、低度の裏側アン
カリングが達成される。
【００８９】
　本発明による接着芯地は、接着された繊維製基材の表面側に視覚的ならびに触覚的に均
一な面をもたらすと共に、接着は、接着条件が最適調整されていれば、溶融接着剤のしみ
とおり抜けなしに行われるために、薄い繊維製基材およびかご目／穴あき構造を有する基
材用に特に適している。
【００９０】
　繊維製基材の表面側への溶融接着剤のしみとおり抜けは、溶融接着剤が表地に対しても
たらす色の相違によって容易に確認可能である。場合により、いっそう判別し易くするた
めに、溶融接着剤に対して対照的な色に染色された繊維製基材（表地）を使用することが
できる。したがって、黒い表地は、たとえば白い溶融接着剤のしみとおり抜けの判別に最
も適している。
【００９１】
　他方、溶融接着剤に繊維製基材の色と対照的な色をもたらす染料たとえば顔料を添加す
ることもできる。接着された繊維製基材の表面側に溶融接着剤のしみとおり抜けによって
もたらされるコントラストは、デジタル撮影後、たとえば画像処理プログラムによって量
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的に評価することができる。
【００９２】
　本発明による方法によれば、従来の不織布芯地の製造時の高い不良品発生率と結びつい
ていた溶融接着剤コーティングは行われないために、廃棄物の発生が減少する。したがっ
て、本発明による方法によれば、接着不良箇所の数が減少し、これによって、不良品に分
別されて除外されなければならない欠陥品が減少する。さらに、溶融接着剤コーティング
工程が不要となるために、それぞれの生産開始時に溶融接着剤被着層の重量調整に関連し
て生ずる工程起因欠陥品の量が減少し廃棄物の発生量も減少する。
【００９３】
　本発明による方法は、付加的なコーティングまたはライニング装置を使用しない、通例
のステープルファイバーフリース形成装置による接着芯地の製造を可能にするために、経
済的で廃棄物発生の少ない省資源的な熱接着性不織布芯地の製造が実現可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】穴あき材料構造を有する表地と接着された比較実施例１１Ａの標準フリース芯地
を示す図である。
【図２】同一の表地と接着された実施例１１の本発明による不織布芯地を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００９５】
　実施例：
　この場合、最大引張り強さは、ＤＩＮ　ＥＮ　２９０７３－０３：１９９２に準拠して
、剥離速度（２００ｍｍ／ｍｉｎ）にて、長手方向（＝不織布製造時のウェブ流れ方向）
において測定される。
【００９６】
　不織布の剥離強さは、ＤＩＮ　５４３１０：１９８０に準拠して、試料サイズ（試験片
：１５０ｍｍ×５０ｍｍ、試験表布：１６０ｍｍ×６０ｍｍ）、剥離速度（１５０ｍｍ／
ｍｉｎ）、接着プレスＫａｎｎｅｇｉｅｓｓｅｒ　ＣＸ　１０００またはＧｙｇｌｉ　Ｔ
ｏｐ　Ｆｕｓｉｎｇ　Ｍｏｄ．ＰＲ　５／７０にて測定される。
【００９７】
　洗濯後の剥離強さは、ＤＩＮ　５４３１０：１９８０に準拠して、試料サイズ（試験片
：１５０ｍｍ×５０ｍｍ、試験表布：１６０ｍｍ×６０ｍｍ）、剥離速度（１５０ｍｍ／
ｍｉｎ）、接着プレスＫａｎｎｅｇｉｅｓｓｅｒ　ＣＸ　１０００またはＧｙｇｌｉ　Ｔ
ｏｐ　Ｆｕｓｉｎｇ　Ｍｏｄ．ＰＲ　５／７０にて、ＥＮ　ＩＳＯ　６３３０：２０００
に定める家庭での洗濯（方法Ｎｏ．２Ａ、６０℃）後に測定される。
【００９８】
　不織布の裏側アンカリングは、ＤＩＮ　５４３１０：１９８０に準拠して、試料サイズ
（試料３００ｍｍ×１００ｍｍ、試験クロス３００ｍｍ×１１０ｍｍ）、剥離速度（１５
０ｍｍ／ｍｉｎ）、測定距離（５０ｍｍ）、接着プレスＫａｎｎｅｇｉｅｓｓｅｒ　ＣＸ
　１０００にて測定される。
【００９９】
　厚さはＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　９０７３－２：１９９５に準拠して測定される。
【０１００】
　以下の実施例において、接着層（Ａ）としては、乾燥処理されたステープルファイバー
フリースが使用され、層（Ｂ）としては、乾燥処理されたステープルファイバーフリース
または乾燥処理されたステープルファイバー不織布（実施例６）が使用された。
【０１０１】
　接着層（Ａ）および層（Ｂ）のステープルファイバーフリースは別々のフリース形成装
置（梳毛機）で製造された。製造は取引通例の梳毛機を使用し、当業者に公知の乾燥フリ
ース形成法によって行なわれるが、その際、フリースのステープルファイバーは縦配向、
横配向あるいは錯綜配向も可能である。接着層（Ａ）と層（Ｂ）とのステープルファイバ
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ーフリースは、その後、結合され、場合により、さらなる処理に付される。
【０１０２】
　実施例６においては、乾燥処理されたステープルファイバーフリースから製造され、当
業者に公知の方法で圧縮固着されて不織布とされた、乾燥処理されたステープルファイバ
ー不織布が層（Ｂ）として使用される。
【０１０３】
　本発明による方法において、熱可塑性ステープルファイバー以外には、不織布芯地と繊
維製基材との接着に際して接着剤として作用すると考え得るいかなる溶融接着剤も他の成
分も使用されることはない。
【０１０４】
　実施例１：
　１００重量％が、繊度２．８ｄｔｅｘ、断裁長６０ｍｍ、ＩＳＯ　３１４６：２００２
－０６に準拠して測定して１２８～１３３℃の融解温度範囲を有するホモポリマーポリエ
チレンステープルファイバーからなる、横配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積
重量１８ｇ／ｍ２の横延伸ステープルファイバーフリース（Ａ）が、それぞれ１００％が
、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁長３８ｍｍ、２００～２６０℃の融解温度範囲を有するホモ
ポリマーポリエチレンテレフタレートステープルファイバーからなる、第２の横配向梳毛
機で製造され乾燥処理された単位面積重量２２ｇ／ｍ２の横延伸ステープルファイバーフ
リース（Ｂ）および錯綜配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量１０ｇ／ｍ２

の錯綜配向されたステープルファイバーフリース（Ｂ）と合わされて、水噴射機械的圧縮
固着により結合される。この場合、水噴射圧縮固着は、層（Ｂ）が第１の水噴射刺入側で
あって、層（Ｂ）に接着層（Ａ）よりも高い圧力がもたらされるように実施される。続い
て、製品は乾燥機で１１０℃にて乾燥させられる。接着層（Ａ）の繊維の一体化度が低く
、それによる接着側（Ａ）の高い毛羽立ち性によって、非接着側との目で確認することの
できる感知可能な相違が所与である。最後に、乾燥された製品は、スチールロールとゴム
ロールとからなる均し機で、熱的均し処理に付される。この均し処理は６０Ｎ／ｍｍの線
形負荷（カレンダー設定値）と９０℃ゴムロール／１３０℃スチールロールの温度にて実
施される。接着層（Ａ）は、この処理後、非接着側よりも遥かに平滑となり、したがって
、視覚的ならびに触覚的に処理前よりも遥かに顕著に非接着側と識別可能である。
【０１０５】
　実施例２：
　１００重量％が、繊度７ｄｔｅｘ、断裁長６０ｍｍ、１２７～１３２℃の融解温度範囲
（ＩＳＯ　３１４６：２００２－０６）を有するホモポリマーポリエチレンステープルフ
ァイバーからなる、錯綜配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量１２ｇ／ｍ２

の錯綜配向ステープルファイバーフリース（Ａ）が、９５％が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断
裁長３８ｍｍ、２００～２６０℃の融解温度範囲を有するホモポリマーポリエチレンテレ
フタレートステープルファイバーと、５％が、繊度２．８ｄｔｅｘ、断裁長６０ｍｍ、１
２８～１３３℃の融解温度範囲を有するポリエチレンステープルファイバーとからなる、
第２の錯綜配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量２４ｇ／ｍ２の錯綜配向ス
テープルファイバーフリース（Ｂ）と合わされて、水噴射機械的圧縮固着によって結合さ
れる。この場合、水噴射圧縮固着は、層（Ｂ）が第１の水噴射刺入側であって、層（Ｂ）
に接着層（Ａ）よりも高い圧力がもたらされるように実施される。水噴射圧縮固着後に得
られた不織布はスチール平滑ロールとスチール型押しロールとを有するカレンダーを湿潤
状態で通過させられ、空気が当てられて、つまり加圧なしで１２６℃にて軽度に構造化さ
れ、その際、型押しロールと接触している層（Ｂ）に視覚的に顕著な構造化が行われる。
製品は、続いて、乾燥機で１１０℃にて乾燥させられ、巻き取られる。
【０１０６】
　実施例３：
　１００重量％が、繊度２．８ｄｔｅｘ、断裁長６０ｍｍ、１２８～１３３℃の融解温度
範囲（ＩＳＯ　３１４６：２００２－０６）を有するホモポリマーポリエチレンステープ
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ルファイバーからなる、錯綜配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量２４ｇ／
ｍ２のステープルファイバーフリース（Ａ）が、１００％が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁
長３８ｍｍ、融解温度範囲２００～２６０℃を有するホモポリマーポリエチレンテレフタ
レートステープルファイバーからなる、横配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積
重量４０ｇ／ｍ２の横延伸ステープルファイバーフリース（Ｂ）と合わされて、水噴射機
械的圧縮固着によって結合される。この場合、水噴射圧縮固着は、層（Ｂ）が第１の水噴
射刺入側であって、層（Ｂ）に接着層（Ａ）よりも高い圧力がもたらされるように実施さ
れる。続いて、製品は乾燥機で１１０℃にて乾燥させられる。その後、非接着側の端縁に
、スタンプ印刷システムによって、溶剤ベースの染料がプリントされ、乾燥させられる。
【０１０７】
　比較実施例３Ａ：
　水噴射圧縮固着されたポリエステルステープルファイバーからなる単位面積重量４０ｇ
／ｍ２の乾燥処理されたステープルファイバー不織布に、続いて、パウダーポイント法で
２４ｇ／ｍ２の溶融接着剤がコーティングされる。
【０１０８】
　実施例４：
　１００重量％が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁長４０ｍｍ、２１０～２２０℃の融解温度
範囲を有するホモポリマーポリアミド６ステープルファイバーからなる、横配向梳毛機で
製造され乾燥処理された単位面積重量３５ｇ／ｍ２の横延伸ステープルファイバーフリー
ス（Ｂ）が、１００％が、繊度２．８ｄｔｅｘ、断裁長６０ｍｍ、１２８～１３３℃の融
解温度範囲を有するホモポリマーポリエチレンステープルファイバーからなる、錯綜配向
梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量１０ｇ／ｍ２の錯綜配向ステープルファイ
バーフリース（Ａ）と合わされて、加熱された型押しロールと平滑ロールとを有するＮｉ
ｐｃｏカレンダーで、線形負荷（カレンダー設定値）６０Ｎ／ｍｍ、型押しロールの表面
温度１９５℃、平滑ロールの表面温度１１５℃にて、圧縮固着される。接着層（Ａ）側に
は一体化度の大幅に低い繊維が生じるため、これにより、この接着側によりソフトな触感
が生ずる。
【０１０９】
　実施例５：
　１００重量％が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁長３８ｍｍ、２００～２６０℃の融解温度
範囲を有するホモポリマーポリエチレンテレフタレートステープルファイバーからなる、
横配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量４０ｇ／ｍ２の横延伸ステープルフ
ァイバーフリース（Ｂ）が、１００％が、繊度２．８ｄｔｅｘ、断裁長６０ｍｍ、１２８
～１３３℃の融解温度範囲を有するホモポリマーポリエチレンステープルファイバーから
なる、錯綜配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量１０ｇ／ｍ２の錯綜配向さ
れたステープルファイバーフリース（Ａ）と合わされて、加熱された型押しロールと平滑
ロールとを有するＮｉｐｃｏカレンダーで、線形負荷（カレンダー設定値）６０Ｎ／ｍｍ
、型押しロールの表面温度２３０℃、平滑ロールの表面温度１１６℃にて、圧縮固着され
る。続いて、非接着側の端縁に、ロータリースタンプ印刷システムによって染料がプリン
トされ、乾燥させられる。
【０１１０】
　比較実施例５Ａ：
　熱圧縮固着されたポリエチレンテレフタレートステープルファイバーからなる単位面積
重量４０ｇ／ｍ２の乾燥処理されたステープルファイバー不織布に、続いて、ダブルポイ
ント法で１０ｇ／ｍ２の溶融接着剤がコーティングされる。
【０１１１】
　実施例６：
　６５重量％が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁長４０ｍｍ、２００～２１０℃の融解温度範
囲を有するホモポリマーポリアミド６ステープルファイバーからなり、３５重量％が、繊
度１．７ｄｔｅｘ、断裁長３８ｍｍ、２００～２６０℃の融解温度範囲を有するホモポリ
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マーホワイトポリエチレンテレフタレートステープルファイバーからなる、錯綜配向梳毛
機で製造され乾燥処理された単位面積重量２５ｇ／ｍ２の錯綜配向熱圧縮固着され、ベー
ジュ色に染色されたステープルファイバー不織布（Ｂ）が、１００％が、繊度２．８ｄｔ
ｅｘ、断裁長６０ｍｍ、１２８～１３３℃の融解温度範囲を有するホモポリマーホワイト
ポリエチレンステープルファイバーからなる、錯綜配向梳毛機で製造され乾燥処理された
単位面積重量１２ｇ／ｍ２の錯綜配向されたステープルファイバーフリース（Ａ）と合わ
されて、加熱された型押しロールと平滑ロールとからなり、表面温度１９５℃の型押しロ
ールは層（Ｂ）と接触させられ、表面温度１１５℃の平滑ロールは接着層（Ａ）と接触さ
せられるＮｉｐｃｏカレンダーを使用して、線形負荷（カレンダー設定値）６０Ｎ／ｍｍ
にて圧縮固着される。色の相違によって、接着層（Ａ）と層（Ｂ）とは互いに視覚的に明
白に識別可能である。
【０１１２】
　実施例７：
　１００重量％が、繊度１．６ｄｔｅｘ、断裁長３８ｍｍ、２００～２６０℃の融解温度
範囲を有するホモポリマーポリエチレンテレフタレートステープルファイバーからなる、
錯綜配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量５０ｇ／ｍ２の錯綜配向されたス
テープルファイバーフリース（Ｂ）が、加熱された型押しロールと非加熱平滑ロールとを
有するＮｉｐｃｏカレンダーで、型押しロールの表面温度２３０℃、線形負荷（カレンダ
ー設定値）６０Ｎ／ｍｍにて圧縮固着される。こうして得られた層（Ｂ）は、続いて、１
００％が、コア被覆式成分配置されたコポリマー・ポリエステル／コポリエステルステー
プルファイバー（ここでステープルファイバー中のポリエステル／コポリエステルの重量
比は５０％／５０％である）からなる、繊度２．２ｄｔｅｘ、断裁長５０ｍｍ、より低温
で融解する被覆成分の融解温度範囲１１０～１２０℃（コポリエステル）、コア中の他方
の成分（ポリエチレンテレフタレート）の融解温度範囲２５０～２６０℃を有する、錯綜
配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量４０ｇ／ｍ２の錯綜配向されたステー
プルファイバーフリース（Ａ）と合わされ、型押しロールと平滑ロールとを有するＮｉｐ
ｃｏカレンダーで、線形負荷（カレンダー設定値）６０Ｎ／ｍｍ、型押しロールの表面温
度２３０℃、平滑ロールの表面温度１０５℃にて圧縮固着される。その後、非接着側の端
縁に、スタンプ印刷システムによって染料がプリントされ、乾燥させられる。
【０１１３】
　実施例８：
　１００重量％が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁長３８ｍｍ、２００～２６０℃の融解温度
範囲を有するホモポリマーポリエチレンテレフタレートステープルファイバーからなる、
横配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量４０ｇ／ｍ２の横延伸ステープルフ
ァイバーフリース（Ｂ）が、１００％が、繊度２．８ｄｔｅｘ、断裁長６０ｍｍ、１２８
～１３３℃の融解温度範囲を有するホモポリマーポリエチレンステープルファイバーから
なる、錯綜配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量１０ｇ／ｍ２の錯綜配向さ
れたステープルファイバーフリース（Ａ）と合わされて、型押しロールと平滑ロールとを
有するＮｉｐｃｏカレンダーで、線形負荷（カレンダー設定値）９０Ｎ／ｍｍ、型押しロ
ールの表面温度２５０℃、平滑ロールの表面温度１３２℃にて圧縮固着される。双方の側
［がわ］面の視覚的および触覚的識別性は接着層（Ａ）の繊維の一体化度が弱いことから
所与であり、その結果、非接着層に比較して接着側（Ａ）の耐摩性は低く、それに起因し
て、相対的に高い毛羽立ち性とソフトな触感がもたらされる。
【０１１４】
　実施例９：
　５０％が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁長３８ｍｍ、２００～２６０℃の融解温度範囲を
有するホモポリマーポリエチレンテレフタレートステープルファイバーからなり、２５％
が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁長４０ｍｍのビスコース繊維からなり、さらに２５％が、
繊度２．８ｄｔｅｘ、断裁長３８ｍｍのビスコース繊維からなる、横配向梳毛機で製造さ
れ乾燥処理された単位面積重量２３ｇ／ｍ２の横延伸ステープルファイバーフリース（Ｂ
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）が、５％が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁長４０ｍｍのビスコース繊維からなり、９５％
が、繊度２．８ｄｔｅｘ、断裁長６０ｍｍ、１２８～１３３℃の融解温度範囲を有するポ
リエチレンステープルファイバーからなる、縦配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位
面積重量９ｇ／ｍ２の縦配向されたステープルファイバーフリース（Ａ）と合わされて、
含浸装置にて、ガラス転移温度Ｔｇ－３０のアクリルコポリマー系結合剤フォームによる
含浸が行われる。結合剤の被着層は乾燥後に７ｇ／ｍ２である。製品ウェブは、続いて、
乾燥機で１２０℃にて乾燥させられる。その後、製品は加熱された２本のロールを備えた
均し機を通して均される。側［がわ］面Ｂと接触している平滑ロールの温度は１８０℃で
あり、側［がわ］面Ａと接触している平滑ロールの温度は１１５℃である。得られる接着
芯地の両側は、繊維配向の相違、表面平滑度および光沢によって互いに十分識別可能であ
る。
【０１１５】
　実施例１０：
　２０％が、繊度３．３ｄｔｅｘ、断裁長６０ｍｍ、２００～２６０℃の融解温度範囲を
有するホモポリマーポリエチレンテレフタレートステープルファイバーからなり、１０％
が、コア被覆式成分配置されたポリエチレンテレフタレート／改質ポリエチレン（ここで
ステープルファイバー中のポリエチレンテレフタレート／改質ポリエチレンの重量比は５
０％／５０％である）からなる、繊度３．０ｄｔｅｘ、断裁長５０ｍｍ、被覆成分（改質
ポリエチレン）の融解温度範囲１１０～１３０℃、コア中の他方の成分（ポリエチレンテ
レフタレート）の融解温度範囲２５０～２６０℃を有するコポリマーステープルファイバ
ーからなり、７０％が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁長４０ｍｍのビスコース繊維からなる
、横配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量７５ｇ／ｍ２の横延伸ステープル
ファイバーフリース（Ｂ）が、１００％が、繊度２．８ｄｔｅｘ、断裁長６０ｍｍ、１２
８－１３３°の融解温度範囲を有するホモポリマーポリエチレンステープルファイバーか
らなる、錯綜配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量２５ｇ／ｍ２の錯綜配向
されたステープルファイバーフリース（Ａ）と合わされて、機械式ニードルパンチされ、
乾燥機設定温度１３１℃の乾燥機を（Ｂ）側が乾燥機コンベア上に載置されて通過させら
れる。続いて、製品ウェブは２本のスチールロールを有する加熱式均し機により、１０５
℃、線形負荷（カレンダー設定値）１３Ｎ／ｍｍにて、片側の接着層（Ａ）側が均される
。この処理後、接着層（Ａ）は大幅に平滑となり、これによって、触覚的に非接着側から
の識別が可能になる。
【０１１６】
　実施例１１：
　１００重量％が、繊度１．７ｄｔｅｘ、断裁長３８ｍｍ、２５０～２６０℃の融解温度
範囲を有するホモポリマーポリエチレンテレフタレートステープルファイバーからなる、
横配向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量４０ｇ／ｍ２の横延伸ファイバーフ
リース（Ｂ）が、１００％が、繊度３．３ｄｔｅｘ、断裁長５１ｍｍ、７５～１３５℃の
融解温度範囲を有するホモポリマーコポリアミドステープルファイバーからなる、錯綜配
向梳毛機で製造され乾燥処理された単位面積重量１５ｇ／ｍ２の錯綜配向されたファイバ
ーフリース（Ａ）と合わされて、加熱された型押しロールと平滑ロールとを有するＮｉｐ
ｃｏカレンダーで、線形負荷（カレンダー設定値）６０Ｎ／ｍｍ、型押しロールの表面温
度２３２℃、平滑ロールの表面温度１１０℃にて、圧縮固着される。接着側Ａは、圧縮固
着後、より高度な光沢と、より平滑な触感と、Ｂに比較して耐摩性に優れていることを特
徴としており、これにより、双方の側［がわ］面は互いに十分識別可能である。
【０１１７】
　比較実施例１１Ａ：
　熱圧縮固着されたポリエチレンテレフタレートステープルファイバーからなる単位面積
重量４０ｇ／ｍ２の乾燥処理されたステープルファイバー不織布に、続いて、ペーストポ
イント法で１５ｇ／ｍ２の溶融接着剤がコーティングされる。
【０１１８】
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　実施例１２：
　実施例１～１１に基づいて製造された接着芯地が繊維製基材と結合された。この結合ス
テップは、使用された接着芯地に応じた温度および圧力条件にて、１２～１５秒間にわた
って行われた。基材としては木綿または６５％木綿／３５％ポリエステルが使用された。
【０１１９】
正確な条件、試験表布ならびに結果は表１および２から読み取ることができる。
【０１２０】
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【０１２１】
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【表２】

【０１２２】
　表１から、本発明による不織布芯地は非常に優れた一次接着力（３Ｎを著しく上回る）
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ての洗濯後、１Ｎを著しく上回る）によっても卓越していることが看取される。
【０１２３】
　さらに、不織布芯地と表地（＝試験表布）からなる複合体の最大引張り強さ（これは当
該複合体の触感特性の尺度である）は、非常にソフトな触感からハードな触感に至るまで
の非常に広い範囲にわたって変化可能である。
【０１２４】
　同じく表中に挙げられた比較実施例と比較すれば、本発明による不織布芯地は、遥かに
容易かつ安価に製造可能であるにもかかわらず、従来の接着芯地に比較していかなる特性
の点でもひけをとらないことが明らかである。
【０１２５】
　上記は、表２から看取されるように、裏側アンカリングについても当てはまる。
【０１２６】
　本発明による熱接着性不織布芯地は表地が薄い場合にも、あるいは表地が穴空き構造を
有している場合にも上首尾にて使用可能であることは以下の図から明らかである。
【０１２７】
　図１は、穴あき材料構造を有する表地と接着された比較実施例１１Ａの標準フリース芯
地を示しており、図２は、同一の表地と接着された実施例１１の本発明による不織布芯地
を示す。
　図１の標準フリース芯地の場合には、しみ通り抜けた溶融接着剤の点（赤で囲まれてい
る）が認められる。他方、同じ表地に接着された本発明による不織布芯地は、図２から読
み取ることができるように、視覚的ならびに触覚的均一性によって卓越していることが認
められる。

【図１】 【図２】
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